
新　旧　対　照　表



頁 頁

P21 P24

P25　　5)　 商業登記事項証明書
　　6)　地積測量図
　　7)　登記事項証明書（抵当権等が抹消済のもの）
※4)　市が求めた場合のみ提出すること。
 ※6)　 商業登記事項証明書については、申請者が法人の場合
　　　 で、その本店が山口地方法務局宇部支局の管轄外の場合
　　　 のみ必要。
※7)　地積測量図については、工事完了時提出の確定測量図面
　　　積と一致させること。
④　法第32条協議により、宇部市に帰属しないで事業主で所有
　　することとなる開発道路(都市計画法上の道路)について
　　は、分筆し、地目を公衆用道路とすること。また、登記事
　　項証明書の写し及び公図または14条地図を開発行為の完了
　　時までに提出すること。
⑤　官民境界については永久標識(宇部市プレート等)を設置す
　　ること。なお、標識の位置は確定測量図に明記すること。
⑥　開発行為に伴って生ずる紛争等については、当事者間にお
　　いて協議解決すること。
⑦　公共施設等に損傷を与えた場合には、管理者と協議し原形
　　復旧すること。

　　　　　　　5)　地積測量図
　　　　　　　6)　登記事項証明書(抵当権等が抹消済のもの)
　　　　　　　7)　帰属することとなる公共施設の写真
※4)及び7)　市が求めた場合のみ提出すること。
※5)　地積測量図については、工事完了時提出の確定測量図面
　　　積と一致させること。
④　 事業主は、開発行為の完了までに下記図面（最終許可図
　　面）PDFデータの提出に協力すること。
　　提出図面　1)　開発区域位置図
　　　　　　　2)　開発区域区域図
　　　　　　　3)　土地利用計画図
　　　　　　　4)　造成計画平面図
　　　　　　　5)　排水施設計画平面図（雨水）
⑤　法第32条協議により、宇部市に帰属しないで事業主で所有
　　することとなる開発道路(都市計画法上の道路)について
　　は、分筆し、地目を公衆用道路とすること。また、登記事
　　項証明書の写し及び公図または14条地図を開発行為の完了
　　時までに提出すること。
⑥　官民境界については永久標識(宇部市プレート等)を設置す
　　ること。なお、標識の位置及び種類は確定測量図に明記するこ
と。
⑦　開発行為に伴って生ずる紛争等については、当事者間にお
　　いて協議解決すること。
⑧　公共施設等に損傷を与えた場合には、管理者と協議し原形
　　復旧すること。

改正前 改正後

ｳ)　デジタルカメラを使用した場合は、サービスサイズ程度の大きさ
にプリントアウトしたものを提出すること。

ｳ)　デジタルカメラで撮影した写真をプリントアウトして提出する場
合、写真サイズはサービスサイズを基本とする。



頁 頁改正前 改正後

P22 P25

P23 第４　　附則 P26 第４　　附則
(追加) 19　令和６年４月１日　改正

⑨　開発行為でない旨の届出
　　土地の区画形質の変更であっても、その目的が農地造成、
　　土捨て場、土取り場、青空資材置場、青空駐車場等、主と
　　して建築物の建築又は特定工作物の建設でないものは、開
　　発行為に該当しないため開発許可は不要であるが、この場
　　合には開発行為でないことを明確にするため、別紙開発行
　　為でない旨の届出（様式３）を提出すること。ただし、都
　　市計画区域内においては、1,000ｍ2未満、都市計画区域外
　　においては、1ha未満の造成等についてはこの限りではな
　　い。
　　尚、土砂等を搬入する場合、特に建設残土を搬入される場
　　合は、管理者(施工者)において、汚染土壌の搬入を未然防
　　止されるよう十分留意すること。
　　また、周辺住民等からの苦情、疑念のないよう、管理者
　　(施工者)において適切な管理・対応をすること。
⑩　建設材料（アスファルト等）は可能な限り再生資材を使用
　　するとともに、建設副産物は再生利用できるよう適切に処
　　理すること。

⑧　開発行為でない旨の届出
　　土地の区画形質の変更であっても、その目的が農地造成、
　　土捨て場、土取り場、青空資材置場、青空駐車場等、主と
　　して建築物の建築又は特定工作物の建設でないものは、開
　　発行為に該当しないため開発許可は不要であるが、この場
　　合には開発行為でないことを明確にするため、別紙開発行
　　為でない旨の届出（様式３）を提出すること。ただし、都
　　市計画区域内においては、1,000ｍ2未満、都市計画区域外
　　においては、1ha未満の造成等についてはこの限りではな
　　い。
　　尚、土砂等を搬入する場合、特に建設残土を搬入される場
　　合は、管理者(施工者)において、汚染土壌の搬入を未然防
　　止されるよう十分留意すること。
　　また、周辺住民等からの苦情、疑念のないよう、管理者
　　(施工者)において適切な管理・対応をすること。
⑨　建設材料（アスファルト等）は可能な限り再生資材を使用
　　するとともに、建設副産物は再生利用できるよう適切に処
　　理すること。



頁 頁改正前 改正後

P30 P33



頁 頁改正前 改正後

P34
(追加)



頁 頁改正前 改正後

P32 P36



頁 頁改正前 改正後

P35 P39



頁 頁改正前 改正後

P36 P40



頁 頁改正前 改正後

P37 P41



頁 頁改正前 改正後

P38 P42



頁 頁改正前 改正後

裏表紙 裏表紙


